
給与支給明細書 
 

 

 

 

 

 
支
給
内
訳 

給料・報酬 給料の調整額 教職調整額 基礎加算額 扶養手当 地域手当 

325,800   D 16,290  13,000  

支給率 減ずる額 期末(期末特別)手 
当 給料・報酬 給料の調整額 教職調整額 

1.2625  448,301  325,800    

基礎加算額 地域手当 支給率 勤勉手当   

D 16,290  1.0425  356,628    

      

      

      

      

     支給総額 
     804,929 

 

 
控
除
内
訳 

労働保険料 共済短期・健保 介護掛⾦ ⼦ども掛⾦ 共済⻑期・厚⽣ 共済⻑期・退職 
 43,520   73,581 6,030  

所得税 債権差押 共済弁済⾦ 共済物資代⾦ 財形貯蓄 互助会弁済⾦ 
49,309      

杜陵信⽤組合 県庁⽣活協同組合     

100,000 50,000      
     控除額計 
     322,440 

 差引支給額 
 482,489 

 

標準期末手当等 
(短期・介護・子ども) 804,000 標準期末手当等 

(厚⽣年⾦) 804,000 標準期末手当等 
(退職等年⾦) 804,000  

 

 
支払額
内訳 

現⾦支給額(1)   

現⾦支給額(2)   

第1口座振込額 382,489 振込口座 ****-***-*(*******) 

第2口座振込額 100,000 振込口座 ****-***-*(*******) 
 

令和 8年 6月 期末勤勉手当 表示 閉じる 
職員番号 ****** 氏名 労働 太郎 所属 **** 出納区分 ** 

給料表 ** 級号給 3-42 掛⾦区分 * 介護区分 * 市町村 * 
支払区分 * 所管課 **** 科目 ****** 事業 ******  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月30日、一時金（期末手当・勤勉手当）が支給されました。 

給与支給明細書は総務事務システムから確認可能ですが、2006年に人事評価制度が導

入されて以降、自分の人事評価がどのように一時金に反映されているか分かりづらく、

加えて、新採用職員にとっては初めての一時金支給となることから、一時金に係る給与

明細の見方を紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この給与支給明細書は 

あくまで参考です。実際 

の給与支給明細書とは異なりますので。その点は何とぞご容赦ください。  裏面に続く 

県職労ＨＰ ⇒ ht tp : / / iwatekensyoku .o r . j p   （ﾕｰｻﾞ ID・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞをお忘れの方は最寄りの書記局へ） 

号外 

昭和34 年4 月1 日 

第3種郵便物認可 

定価1 部2 円 

発 行 所 

盛岡市内丸10番1号 

 

岩手県庁内 

 

岩手県職員労働組合 

 

№２７６４ 

２０２６年 

７月７日 

 

花巻市議会議員選

挙において「てるい

省三」の推薦を決定

しました！必勝に

向け、最大限の支持

拡大を！ 

ウ 扶養手当(月額) 

エ 支給率(期末手当) 

オ 期末手当額＝ 

(ア＋イ＋ウ)×エ 

カ 給料・報酬 

(月例給額) 

キ 基礎加算額 

(勤勉手当) 

ク 支給率(勤勉手当) 

ケ 勤勉手当額＝ 

(カ＋キ)×ク 

※例）行政職３級42号俸の場合 

ア 給料・報酬 

(月例給額) 

イ 基礎加算額 

(期末手当) 

コ 支給総額＝オ＋ケ 



①（ア・カ）給料月額：期末・勤勉手当の算出の基礎となる月例給の額です。 

②（イ・キ）基礎加算額：職務級に応じ期末手当・勤勉手当にそれぞれ加算されます。 

・３級：５％、４級及び５級：10％、６級及び７級：15％、８級以上：20％ 

③（ウ）扶養手当：扶養手当が支給されている場合に支給されます。 

④（エ）支給率（期末手当）：基準日（６月１日）時点の在職期間に応じた支給率（期

間率）が決定されます。 

⑤（ク）支給率（勤勉手当）：成績率（下記の表の区分に応じ決定）に期間率（基準日

（６月１日）時点の勤務期間に応じ決定）を乗じた率が支給率となります。 
勤務成績 成績率 

特に優秀な職員 125.75/100以上321.25/100以下 

優秀な職員 113.75/100以上125.25/100未満 

良好な職員 104.25/100 

なお、育休取得職員が育児休業を取得している期間のうち、当該育休取得職員の代替職

員が配置されていない期間において、連続して30日以上当該育休取得職員の業務の全部

又は一部を担った職員は以下の成績率が加算されます（勤務成績が良好な職員のみ）。

ただし、加算対象となる職員は最大３人でかつ所属長が認めた職員となります。 
対象職員数 成績率への加算率 

対象職員が１人の場合 9/100 

対象職員が２人の場合 4.5/100（または6/100・3/100） 

対象職員が３人の場合 3/100 

 

 

 

７月19日告示・同26日投開票の日程で行われる花巻市議会

議員選挙について、県職労は、現職・「てるい省三」さんの推

薦を決定しました。 

 県職労が前回推薦していた現職・若柳良明さんの勇退に伴

い、花巻地方労センターの決定を踏まえ、これまで他の労組

が支援していた「てるい省三」さんを県職労においても取り

組むこととして６月19日の中央執行委員会で決定しました。 

 「てるい省三」さんは、かつて自治労岩手県本部書記とし

ての勤務経験があり、労働者政策・平和と民主主義の実現に向けた公約を掲げ、現在花

巻市議会議員を３期つとめています。県職労としても運動方針にもとづき支持拡大の取

り組みを進めていきます。 

 

 

 

県職労機関紙第1695号（2026年７月１日発行）の紙面で上記定期預金を告知いたしま

したが、予想以上の申し込みがあったことにより販売総額に達したため、７月３日をも

って取り扱いを終了するとの通知が東北労働金庫からありました。機関紙掲載直後の取

り扱い終了となってしまったことについて、この場を借りて深くお詫び申し上げます。 


